
議案第１４号 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会 

教育長の給与等に関する条例の一部改正について 

 

 市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育長の

給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

 

平成２４年２月２０日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治 

 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育

長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号中「９０２，０００円」を「９００，０００円」に改

め、同条第２号中「７６２，０００円」を「７６０，０００円」に改

める。 

（北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年条

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「７０５，０００円」を「７０３，０００円」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 
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議案第１４号参考資料 
 

市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（市長及び副市長の給与等に関する条例 
及び北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例第１条関係） 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

 （給料） 
第３条 市長等の給料は、次のとおりとする。 
⑴ 市長 月額 ９０２，０００円 
⑵ 副市長 月額 ７６２，０００円 

 （給料） 
第３条 市長等の給料は、次のとおりとする。 

⑴ 市長 月額 ９００，０００円 
⑵ 副市長 月額 ７６０，０００円 
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北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（市長及び副市長の給与等に関 
する条例及び北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例第２条関係） 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

 （給料） 
第３条 教育長の給料は、月額７０５，０００円とする。 

 （給料） 
第３条 教育長の給料は、月額７０３，０００円とする。 

 
 


